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ハローワーク秋田の
各種情報はこちら↓

当所へ電話でお問い合わせの際は、部門コード（問い合わせ先右端の【】内）を押してください。

ハローワーク秋田のイベント･情報などを紹介する広報紙です
≪2026.2月号≫

発行：〒010-0065 秋田市茨島1-12-16
ハローワーク秋田（電話018-864-4111）

社会保険適用拡大の対象となる企業等の「人事・労務管理者のみなさま」や社会保険加入のメリットや手取りや年金
額の変化を知りたい「従業員のみなさま」向けのサイトを公開しています。

「年収の壁」への対応

このページでは、人事・労務管理を担当する方が、社会保険適用
拡大に向けた準備を社内で円滑に進めるために、社内（経営層、
現場責任者、従業員）への説明手順や各種チラシの説明方法な
どのコツを好事例とともに説明しています。

企業等にとって、社会保険加入を従業員に促すメリットは主に3つあります。

厚生労働省が実施したアンケートでは、回答者
（従業員規模100人以下の一部の企業等）のうち
約６割が、求人票に社会保険完備と記載し、短時
間労働者に社会保険を適用した理由を「従業員の
年金額の増加や健康保険に加入することで処遇
を改善し、人材の確保・定着を図りたかった」と答
えています。

また、独立行政法人 労働政策研究・研修機構
（JILPT）が実施した調査（右図参照）では、パート
労働者の45％が「社会保険に加入できる求人」を
「魅力的」と回答しており、「魅力的に感じない」と
回答した20％を大きく上回っています。このような
結果から、社会保険に加入できることはパート労
働者にとってメリットとしてとらえられており、人材
の確保・定着の可能性が高まります。

（出所）JILPT「社会保険の適用拡大に
伴う働き方の変化等に関する調査」（2022）
をもとに作成

従業員が社会保険に加入することにより、そ
の従業員は年収の壁（106万円／130万円）
を意識して就業調整する必要がなくなります。
そのため、働く時間の調整が円滑となり、安
定してシフトを組みやすくなることから、企業
等から「現場のシフト調整がしやすくなってい
る」という声があります。

近年、ワークライフバランスへの意識が高まる等、従業員の働き方に対する意識が変わっています。
中小企業庁が実施した調査においては、福利厚生は「従業員のモチベーション向上」、「従業員の心身の健康維持」を目的とし

て多くの企業等で導入されており、導入が進んでいるほど従業員の働く意欲が高いという調査結果もあります。
長く働きたい、子育てや家族の介護をしながら働きたい、といった多様な価値観を持つ従業員を、年金や

医療保険の面からサポートする福利厚生の一環として、社会保険を活用することができます。
ある企業では、社会保険への加入をきっかけに働き方を見直していけるような仕組みを作り、

それにより、従業員も中長期的なキャリアについて考えるようになったという事例もあります。
（出所）中小企業庁「中小企業の経営力及び組織に関する調査」（2021）

社会保険適用
拡大特設サイト



お問い合わせ先 ハローワーク秋田 企画部門 【３２＃】

社会保険適用時処遇改善コースは３月３１日までの暫定措置ですの
で、ご検討している事業所へは訪問して相談に応じております。

事業所へ訪問します
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令和７年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済
対策」において、賃上げ環境の整備の一環として、「賃上げの裾野を正
社員以外にも広げる観点から、非正規雇用労働者の処遇改善等を行う事
キャリアアップ助成金の活用を促進する」旨が明記されたことを受け、
助成金の更なる活用促進に向け、事業主に対し重点的に周知を行うこと

３.中小企業・小規模事業者をはじめとする賃上げ
環境の整備（１）賃上げ環境の整備

•「重点支援地方交付金」の拡充
（中小企業・小規模事業者等への支援）

•キャリアアップ助成金の活用促進（非正規の処遇改善等）
•人事院勧告を踏まえた対応（公務員の給与・待遇）

（２）価格転嫁の徹底、中小企業等の稼ぐ力の強化・省力化投資
•価格転嫁対策の徹底・取引適正化の推進
•持続的・構造的賃上げに向けた生産性向上支援 
（中堅・中小企業の稼ぐ力の強化に向けた設備投資支援、

事業承継・M＆A支援、伴走支援体制の強化）

○非正規雇用労働者の正社員転換や賃金アップの進め方に迷っている事業主の皆さまへ【NEW】
・キャリアアップ助成金（正社員化コース）のご案内（リーフレット）
・キャリアアップ助成金（賃金規定等改定コース）のご案内（リーフレット）

別ウィンドウで開く

業者を支援する
キャリアアップ
とされています

キャリアアップ助成金の詳細については、都道府県労働局またはハローワークまでお問合せください。 
各都道府県の「働き方改革推進支援センター」や「年収の壁突破・総合相談窓口」でも助成金
に関する相談を受け付けています。

https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001598173.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001598175.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001598175.pdf


お問い合わせ先 ハローワーク秋田 紹介第２部門 【４１＃】
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お問い合わせ先 ハローワーク秋田 紹介第３部門 【４１＃】

参加申込書は総合案内に
ご相談ください。

受付票は総合案内に
ご相談ください。



ハローワーク秋田 雇用の動き（令和７年１２月）

02年度 03年度 04年度 05年度 06年度 06.12 07.01 07.02 07.03 07.04 07.05 07.06 07.07 07.08 07.09 07.10 07.11 07.12

有効求人数 8,822 9,080 8,395 8,169 7,911 7,585 7,790 8,245 8,597 8,125 7,969 7,884 7,722 7,821 7,900 7,900 7,643 7,530

有効求職者数 6,480 6,217 5,982 5,887 5,827 5,341 5,418 5,889 6,150 6,460 6,581 6,466 6,169 6,000 5,966 6,006 5,736 5,642

求人倍率（秋田所） 1.36 1.46 1.40 1.39 1.36 1.42 1.44 1.40 1.40 1.26 1.21 1.22 1.25 1.30 1.32 1.32 1.33 1.33

求人倍率（秋田県） 1.28 1.49 1.49 1.32 1.26 1.23 1.24 1.23 1.25 1.23 1.20 1.20 1.21 1.22 1.21 1.20 1.20 1.19
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■有効求人倍率（全数）の推移

秋田所（原数値）

秋田県（季節調整値）

【主な産業の新規求人数】

【新規求職者の態様別状況（常用）】
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今後継続して掲載します

離職票の交付を希望する旨を会社に伝えているにもかかわらず、会社が手続きをせず、離職票がお
手元に届かない場合は、みなさまの住所を管轄するハローワークにご相談ください。 

今回は、受給手続きに必要なもの

１．離職票―１ 氏名や口座番号などを記入してください。 
ただし、個人番号欄はハローワークに来所してから、窓口でご本人様が記載してください。 

２．離職票―２
３．マイナンバーカード 

マイナンバーカードをお持ちでない方は、次の①個人番号及び②身元（実在）確認書類をお持ちください。 
① 個人番号確認書類（いずれか１種類）通知カード、個人番号の記載のある住民票（住民票記載事項証明書） 
② 身元（実在）確認書類（１）のうちいずれか１種類。 
(１)運転免許証、運転経歴証明書、官公署が発行した身分証明書・資格証明書（写真付き）など 
(２)公的医療保険の資格確認書、児童扶養手当証書など 

        ＊（１）の書類をお持ちでない方は、（２）のうち異なる２種類（コピー不可）
４．写真２枚（６か月以内の写真、正面上三分身、ﾀﾃ3.0㎝×ﾖｺ2.4㎝。１枚は離職票－２にある写真貼付欄に貼
付してください） 
本手続及びこれに続き今後行う支給申請ごとにマイナンバーカードを提示する場合には顔写真を省略することが可能です。 

５．本人名義の預金通帳（一部の金融機関を除く） 
６．船員であった方は船員保険失業保険証および船員手帳 

受給手続きに必要なもの 

概況（全数）

  〇有効求人倍率は、1.33倍と前年同月比で0.09ポイント低下。

1 求人の動向

    〇新規求人数は、2,589人と前年同月比で6.2％増加。

・金融業,保険業、サービス業（他に分類されないもの）、卸売業,
小売業等で増加。

・情報通信業、製造業、宿泊業,飲食サービス業等減少。

  〇有効求人数は、7,530人と前年同月比で0.7％減少。
 

２ 求職者の動向

  〇新規求職者数は、1,232人と前年同月比で4.1％増加。
    ・フルタイム求職者が3.4％増加、パート求職者は5.9％増加。

     ・事業主都合離職者（常用）が２か月ぶりに増加。

   〇有効求職者数は、5,642人と前年同月比で5.6％増加。
  ・雇用保険受給者実人員が７か月連続で増加。

増減率
(%)

増減数
(人)

D建設業 266 9.5 23

Ｅ製造業 111 ▲ 21.3 ▲ 30

G情報通信業 20 ▲ 42.9 ▲ 15

Ｈ運輸業,郵便業 113 6.6 7

 Ｉ 卸売業,小売業 395 12.9 45

J金融業,保険業 39 34.5 10

Ｍ宿泊業,飲食サービス業 140 ▲ 18.1 ▲ 31

Ｐ医療,福祉 546 ▲ 2.3 ▲ 13

Ｒサービス業（他に分類されないもの） 544 23.4 103

S・T　公務、その他 100 ▲ 15.3 ▲ 18

全産業合計 2,589 6.2 151

主な産業 求人数
前年同月比

項目
区分 態様別計 うち事業

主都合

うち自己

都合

うち自営,

その他

新規求職者数（常用） 1,026 408 520 181 294 14 98

増減率（％） 5.7 18.6 ▲ 3.9 4.0 ▲ 13.0 0.0 14.0

増減数（件数） 55 64 ▲ 21 7 ▲ 44 0 12

前年同

月比

在職者 離職者 無業者
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